
１　報告事項

① 選挙人名簿から抹消する者の数について

② 福岡市脇山財産区議会議員一般選挙について

２　その他

今後の委員会開催予定日時

・令和５年５月８日（月）　午前10時30分

・令和５年５月22日（月）　午前10時30分

・令和５年６月５日（月）　午前10時30分

議 題

４月２０日（木）　午前１０時３０分

令和５年　第９回　福岡市選挙管理委員会



報告事項１

３月31日～４月20日区委員会議決分　

死　亡　者
市外転出後

４箇月経過者
在外登録移転者

東 区 458 235 223 0

博多区 431 171 260 0

中央区 275 114 161 0

南 区 359 188 171 0

城南区 162 101 61 0

早良区 257 168 89 0

西 区 264 152 112 0

福岡市計 2,206 1,129 1,077 0

参考（３月31日～４月20日区委員会議決における抹消後の選挙人名簿登録者数）

.

前回
選挙人名簿登録者数

前回以降の
抹消者数

４月20日現在
選挙人名簿登録者数

福岡市計 1,300,467 2,206 1,298,261

選挙人名簿から抹消する者の数について

抹消者の合計
抹　消　者　の　内　訳

区 分
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報告事項２ 

福岡市脇山財産区議会議員一般選挙について 

令和５年２月 20 日開催の早良区選挙管理委員会において、任期満了に伴う福岡市脇山財

産区議会議員一般選挙の選挙期日が下記のとおり決定された。 

１ 選挙期日   令和５年５月18日（木） 

２ 選挙期日の告示日  令和５年５月11日（木） 

３ 選挙すべき議員の数 13人 

４ 選挙の主な日程 

⑴ 立候補予定者説明会（脇山地区多目的集会所）

令和５年４月20日(木)午前10時から

⑵ 事前審査（脇山地区多目的集会所）

令和５年４月27日(木)午前10時から

⑶ 立候補届出（脇山地区多目的集会所）

令和５年５月11日(木)午前８時30分から午後５時まで

⑷ 候補者の氏名等掲示の掲載順序を定めるくじの実施（入部出張所）

投票の場合   令和５年５月11日(木)午後６時から

無投票の場合  なし

⑸ 期日前・不在者投票

① 期日前投票所

ア 早良区選挙管理委員会事務局入部出張所

令和５年５月12日(金)から５月17日(水)までの午前８時30分から午後８時まで

（土・日曜日を含む。） 

イ 板屋活性化施設

令和５年５月15日(月)の午前11時から午後２時まで

② 不在者投票の場所（投票用紙等の請求先）

早良区選挙管理委員会事務局及び同委員会事務局入部出張所

⑹ 選挙立会人決定のくじの実施又は選任

令和５年５月15日(月)午後５時30分～（早良区選挙管理委員会事務局）

⑺ 投票日当日の投票

① 日時  令和５年５月18日(木)午前７時～午後８時 

② 投票所  脇山地区多目的集会所 

⑻ 選挙会（開票）

① 投票の場合  令和５年５月18日(木)午後９時～(早良区役所入部出張所会議室） 

② 無投票の場合 令和５年５月18日(木)午前10時～(早良区役所入部出張所会議室）

⑼ 当選証書の付与

令和５年５月18日(木)

2



（参考） 

１ 財産区 

市町村の一部であって、その財産又は公の施設(土地、山林、ため池、用水池、墓地、有

価証券等)の管理及び処分について法律上の人格権を与えられた、地方自治法に基づく「特

別地方公共団体｣である。 

財産区には、次のようなものがある。（脇山財産区は(1)による。） 

⑴ 明治22年の市制・町村制施行当時、旧来の慣習によって地域住民が有していた特定の

財産の使用収益権を、施行後も認めるために設置されたもの 

⑵ 市町村の合併に際し、合併前市町村の財産等をその住民に引続き管理・処分する権利

を認めるために設置されたもの 

２ 財産区議会 

財産区の実務を実情に即して処理する等のために財産区固有の議会を設ける必要がある

と認められるときは、財産区の属する市町村議会において、財産区議会設置条例を制定して、

財産区議会を設けることができる。なお、条例案の提出権は、都道府県知事に専属する。 

３ 本市の財産区 

福岡市には財産区が74ある(令和５年４月１日現在)。そのうち、財産区議会があるのは、

脇山財産区のみである。 

４ 脇山財産区議会 

定数は13人、任期は４年（令和元年５月20日～令和５年５月19日）、選挙は任期満了の

前30日以内、告示は少なくとも５日前 

５ 脇山財産区議会議員選挙 

⑴ 選挙権    18歳以上で財産区の区域内に３か月以上住所を有する人 

⑵ 被選挙権   財産区の選挙権のある25歳以上の人 

⑶ 選挙人名簿  「福岡市脇山財産区設置条例」第７条の規定により、選挙時登録は行

わず、一般の選挙人名簿の「脇山投票区（脇山一丁目、脇山二丁目、大

字脇山、大字小笠木、大字椎原、大字板屋）」の部分を用いる。 

６ 過去の選挙結果 

昭和50年５月20日(無投票) 

昭和54年５月17日(候補者：14人、投票率：78.75％) 

昭和58年５月17日(無投票) 

昭和62年５月12日(無投票) 

平成３年５月15日(候補者：14人、投票率：61.28％) 

平成７年５月16日(無投票) 

平成11年５月12日(無投票) 

平成15年５月14日(無投票) 

平成19年５月15日(無投票) 

平成23年５月16日(無投票) 

平成27年５月18日(無投票) 

  令和元年５月15日(無投票) 
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